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第４章    基本計画 

 

 

１ 障害のある人が元気に安心して暮らせるまちづくり 

（１） 相談体制・情報提供の充実 

施策の方向 

障害の程度や生活の状況に応じたサービスを自らが適切に選択し、利用できるよう

相談支援体制の充実を図ります。 

また、各関係機関との連携を図り、身近な生活の相談から障害福祉サービスに至る

まで、障害のある人を中心とした相談や情報提供などの支援を推進します。 
 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①継続的な相談支援 
体制の充実 

担当部署が連携し、障害の有無に関わら
ず、発達の段階に応じて、特別な配慮が
必要な子どもから高齢者まで切れ目の
ない継続的な相談支援体制を整備しま
す。 

社会福祉課 
障害福祉課 
介護福祉課 
子ども育成課 
こども家庭センター課 
教育支援課 

②相談支援事業の 
推進 

在宅の障害者及びその家族等の地域で
の生活を支援するため、「福生市障害者
自立生活支援センター すてっぷ」にお
ける相談支援事業の充実を図ります。 

障害福祉課 

③精神障害者相談 
支援事業の充実 

「精神障害者地域活動支援センター  
ハッピーウイング」における相談支援事
業の充実を図ります。 

障害福祉課 

④高次脳機能障害者 
相談支援の充実 

作業療法士等の有資格者による「高次脳
機能障害者支援員」を配置し、高次脳機
能障害者、その家族等への相談支援の充
実を図ります。 

障害福祉課 

⑤基幹相談支援 
センターの充実 

障害福祉に係る総合的な相談に対応す
るとともに、権利擁護、虐待防止等に係
る支援をします。また、必要に応じて地
域の相談機関との連携、専門機関の紹介
を行い、基幹相談支援センターの充実を
図ります。 

障害福祉課 

⑥障害に配慮した 
情報提供の充実 

ユニコード、デイジー等により、障害の
特性に配慮した情報提供の充実に努め
ます。 

全庁 

⑦障害福祉等サービス 
に関する情報提供 
の充実 

広報、ホームページ、ガイドブック、情
報メール等を活用し、障害者が適切なサ
ービスを受けることができるよう情報
提供の充実に努めます。 

障害福祉課 
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（２） 権利擁護体制の確立 

施策の方向 

障害により判断能力が不十分な人に対して、地域の中で自立した生活を送ることが

できるよう、権利擁護体制の確立に努めます。 

また、虐待防止に関する制度の積極的な周知啓発活動を行い、障害のある人の虐待

の防止及び養護者に対する支援を行います。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①福祉サービス総合 
支援事業の推進 

福祉センター内「成年後見センター福
生」で成年後見相談、福祉サービス苦情
相談、権利擁護相談、日常生活自立支援
事業（地域福祉権利擁護事業）など総合
的な福祉サービス支援、権利擁護の事業
を実施します。 

社会福祉課 

②成年後見制度利用 
支援事業の周知・ 
促進 

「成年後見制度支援事業」の周知と利用
を促進し、障害者等への支援を図りま
す。 

社会福祉課 

障害福祉課 

③成年後見制度法人 
後見支援事業の 
周知、促進 

「成年後見制度法人後見支援事業」の周
知と利用促進を図り、障害者等への支援
を図ります。 

社会福祉課 

④障害者虐待防止 
センターの充実 

「福生市障害者虐待防止センター」の機
能を充実させ、関係機関と連携しながら
虐待の防止、早期発見、早期対応等に努
めていきます。 

障害福祉課 

⑤障害児の虐待の 
防止等 

学校、保育所等及び医療機関との連携を
強化するとともに、要保護児童対策地域
協議会の機能を充実させ、就学する障害
児や保育所等に通う障害児等への虐待
防止を図ります。 

障害福祉課 

子ども育成課 

こども家庭センター課 

学務課 

教育支援課 
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（３） 障害福祉サービスの充実 

施策の方向 

障害者が住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために、主体的に必要なサービ

スを選択できるよう、障害の状態に応じた適切なサービスの提供とニーズに合わせた

支援の充実を図ります。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①訪問系サービスの 
実施 

身体介護・家事援助などのサービスを必
要とする障害者が在宅で安定した日常
生活を送ることができるように、「訪問
系サービス」の充実を図ります。 

障害福祉課 

②重度身体障害児入浴 
サービスの実施 

自宅の浴室等で入浴困難な在宅の重度
身体障害児に福祉センターの特殊浴槽
を活用した入浴サービスを提供し、身体
の清潔を保つとともに、家族の介護等の
軽減を図ります。 

障害福祉課 

③ 重 度 身 体 障 害 者
（児）訪問入浴サー
ビスの実施 

自宅の浴室等で入浴することが困難な
おおむね６歳から 65 歳未満の在宅の重
度身体障害者（児）の身体の清潔の保持
と心身機能の維持等を図るため、自宅等
に入浴車を派遣し、訪問入浴サービスを
実施します。 

障害福祉課 

④補装具費の支給 
障害者の日常生活機能を向上させて地
域での自立生活を容易にするため、補装
具費を支給します。 

障害福祉課 

⑤おむつ等の助成 
常時臥床又はそれに準ずる状態の重度
心身障害者（児）におむつ等を助成しま
す。 

障害福祉課 

⑥短期入所サービス
の実施 

在宅の障害者が、保護者又は家族の疾病
等の理由により家庭において介護を受
けることが困難になった場合に、施設等
を一時的に利用するサービスの充実を
図ります。 

障害福祉課 

⑦サービス等利用計画 
の作成 

障害福祉サービス・障害児通所支援サー
ビスを利用する全ての障害者（児）のた
めに指定特定相談支援事業所・指定障害
児相談支援事業所が適切なサービス等
利用計画を作成することができるよう
に努め、ケアマネジメントの充実を図り
ます。 

障害福祉課 

⑧デジタル技術を活用
した障害福祉サービ
ス事業所等支援 

障害者の生活の利便性向上を目指し、障
害者を支援するデジタル機器の活用を
検討することと併せて、障害者施設等に
対して、機器の活用に関する情報提供を
行います。 

障害福祉課 
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（４） 意思疎通支援の充実 

施策の方向 

障害者が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを図ることが

できるよう、障害の特性に応じたコミュニケーション支援の充実に努めます。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①手話通訳者の派遣 
聴覚及び言語機能の障害のため、意思疎
通を図ることに支障がある人へ、手話通
訳者を派遣します。 

障害福祉課 

②手話通訳者の養成 

手話通訳者の養成研修を実施し、技術の
レベルアップに努めます。また、要約筆
記、点訳、朗読についても、養成に関す
る情報提供等を行います。 

障害福祉課 

③テレビ電話手話通訳
サービス等の実施 

聴覚障害者や外国人と円滑な意思疎通
を図るため、手話通訳、多言語通訳が利
用できる専用のタブレット端末を設置
します。 

総合窓口課 

保険年金課 

障害福祉課 

子ども育成課 

こども家庭センター課 

④中等度難聴児発達
支援事業の実施 

両耳の聴力レベルが30ｄＢ以上であり、
身体障害者手帳交付の対象となる聴力
ではないが、補聴器の装用により、言語
の習得等一定の効果が期待できる児童
に対し、購入費の一部を助成します。 

障害福祉課 
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（５） 経済的支援の実施 

施策の方向 

障害者やその家族の経済的な不安を取り除き、負担を軽減できるよう、様々な経済

的支援を行います。また、必要な人が適切なサービスを利用できるよう、各種制度の

周知に努めます。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①心身障害者福祉手当の
支給 

心身障害者が受給できるよう情報提供に
努め、適正に手当を支給します。 

障害福祉課 

②特別障害者手当の支給 

20 歳以上の在宅の方で、精神又は身体に著
しく重度の障害があるため日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする人に、手
当を支給します。 

障害福祉課 

③障害児福祉手当の支給 

20 歳未満の在宅の方で、精神又は身体に著
しく重度の障害があるため日常生活にお
いて常時の介護を必要とする児童に、手当
を支給します。 

障害福祉課 

④重度心身障害者手当の
支給 

心身に特に重度の障害があるため常時複
雑な介護を必要とする人に、手当を支給し
ます。 

障害福祉課 

⑤特殊疾病患者福祉手当
の支給 

原因が不明で治療方法が確立されていな
い疾病のうち、経過が慢性にわたるなど特
殊な疾病にり患等している人に、手当を支
給します。 

障害福祉課 

⑥特別児童扶養手当の 
支給 

20 歳未満の重度心身障害児を家庭で監護
又は養育している人に東京都が手当を支
給します。（市が申請受付） 

子ども育成課 

⑦児童育成手当（障害 
手当）の支給 

20 歳未満の心身に一定の障害がある児童
を扶養している人に、手当を支給します。 

子ども育成課 

⑧公的扶助、年金、手当の
周知 

制度についての周知に努め、対象となる全
ての人が年金や各種手当等を受給できる
ように図ります。 

保険年金課 

社会福祉課 

障害福祉課 

子ども育成課 

⑨消費者相談の実施 

市役所（もくせい会館内）に専門の相談員
による「消費者相談室」を継続して開設し、
障害者も含めた市民の消費生活全般に関
する相談を受け付け、情報の提供や助言な
ど消費者トラブルの解決に向けて支援し
ます。 

シティセールス

推進課 
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（６） 地域の安全と災害時を想定した対応 

施策の方向 

障害者が地域で安心して生活できるよう、日頃から地域団体等と連携を図り、防災

防犯対策を進めます。 

また、緊急時や災害時における迅速かつ的確な情報提供ができる体制の整備の他、

災害時の避難を地域で支援できるよう、避難所の運営管理体制の整備を進めるととも

に、災害発生時の救援活動体制の強化を図ります。 
 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①救急通報システム
事業の実施 

ひとり暮らし等の在宅の重度身体障害
者、難病患者等に専用通報機と無線発報
器を貸与することにより、緊急事態に陥
ったとき消防庁へ通報するとともに、地
域の協力員の援助を受けて救急車によ
る病院への搬送に対応します。 

障害福祉課 

②住宅火災通報シス
テム事業の実施 

救急通報システム機器に住宅用火災警
報器を接続することにより火災の発生
を東京消防庁に自動通報するシステム
を、18 歳以上でひとり暮らしの重度心
身障害者の自宅へ設置します。 

障害福祉課 

③防災行政無線の聴覚
障害者対応 

災害時における聴覚障害者への配慮と
して、防災行政無線の文字表示による情
報提供に努めます。 

防災危機管理課 

④ＴＣＮによる火災
等告知放送 

防災行政無線で市内広報した火災情報
（住所等）と同じ内容をＴＣＮのテレビ
画面上にテロップ表示し、視覚による情
報を提供します。 

防災危機管理課 

⑤避難行動要支援者
の支援体制の整備 

消防署、消防団、警察署、社会福祉協議
会、民生委員・児童委員、自主防災組織
等と連携して避難行動要支援者の把握
に努め、支援体制を整備していきます。 

防災危機管理課 

⑥ヘルプマークの周知 
ヘルプカードやヘルプバンダナ等の配
布を行い、ヘルプマークを様々な機会に
広く周知します。 

障害福祉課 

⑦災害時の避難行動
等に関する周知 

「障害者のための災害時避難行動マニ
ュアル」や「災害時の避難誘導 障害者
を支援する時のポイント」等を掲示・配
布して、災害時に避難行動要支援者が円
滑に避難できるように周知に努めます。 

障害福祉課 

⑧福祉避難所の確保
と周知 

災害時に一般の避難所での集団生活が
困難な強度行動障害者など、特に配慮を
必要とする障害者のための福祉避難所
を確保するとともに周知を図ります。 

防災危機管理課 

障害福祉課 
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施策 内容 所管課 

⑨救急医療 
情報キットの周知 

救急医療に役立つ「救急医療情報キッ
ト」の周知と配布に取り組みます。 

介護福祉課 

⑩施設の 
バリアフリー化 

道路、公園、建築物等の市の公共施設や
鉄道駅、不特定多数の市民が利用する民
間事業所のバリアフリー化、ユニバーサ
ルデザインを推進します。 

公共施設マネジメ

ント課 

環境政策課 

社会福祉課 

まちづくり計画課 

道路下水道課 

⑪社会福祉施設等と
地域の協力体制の
整備 

社会福祉施設等について、要配慮者の
受入れ場所としての役割を果たしても
らうため、施設のバリアフリー化によ
る安全の確保や特性を踏まえた避難ス
ペースの確保等の必要性について周知
し、協力体制を構築します。 

障害福祉課 
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２ 子どもの健やかな発育・発達を支援するまちづくり

（福生市障害児福祉計画） 

（１） 障害の早期発見と障害児の療養支援 

施策の方向 

障害の早期発見・早期療育に取り組み、身近な地域で個別のニーズに対応した療養

支援を継続的に受けることができる体制や相談体制を整備し、関連情報の提供や関係

機関との連携を図りながら、健やかな発育・発達を支援し、療育環境の充実に努めま

す。 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①乳幼児健康診査の
実施 

乳幼児の健全な発育・発達と疾病等の早
期発見・早期治療を目指し、受診率の向
上、保健指導の内容の充実を図りなが
ら、引き続き乳幼児健康診査を実施しま
す。 

こども家庭センター課 

②発育・発達支援に 
つながる連携の推進 

乳幼児健診や健診後のフォロー事業か
ら各乳幼児施設・機関までの、発育・発
達支援につながる連携を進めます。 

子ども育成課 

こども家庭センター課 

③臨床心理士等の 
巡回相談の実施 

臨床心理士等が保育園・幼稚園を巡回訪
問し、子どもの発達等に関する問題につ
いて、保護者、職員から直接相談を受け、
個別支援から就学支援に向けた取組を
行います。 

こども家庭センター課 

④児童発達支援の 
実施 

未就学の障害児に対して、児童発達支援
又は医療型児童発達支援により、日常生
活における基本的な動作の指導、知識技
術の付与、集団生活への適応訓練を行い
ます。また、重症心身障害児で外出が著
しく困難な児童に対しては、居宅訪問型
児童発達支援により、日常生活における
基本的な動作の指導等を行います。 

障害福祉課 

⑤教育・保育施設での 
障害児の受入れ 

幼稚園、認定こども園、保育園では、保
育士等の支援により集団生活が可能な
障害児を受け入れ、健常児とともに幼児
教育、集団保育を実施することで、健全
な社会性の成長、発達を促進します。ま
た、障害児のいる保護者の就労等を支援
します。 

子ども育成課 

⑥保育所等訪問支援 
の実施 

保育所等を利用中の障害児に対して、利
用する保育所等を訪問し、集団生活への
適応のための専門的な支援を行います。 

障害福祉課 
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施策 内容 所管課 

⑦学童クラブでの 
障害児の受入れ 

全ての学童クラブにおいて、指導員等の
支援により集団生活が可能で、かつ通所
することができる障害児を受け入れ、健
常児とともに育成することで、健全な社
会性の成長、発達を促進します。また、
障害児のいる保護者の就労等を支援し
ます。 

子ども政策課 

⑧放課後等デイサー
ビスの実施 

学校に通学している障害児に対して、放
課後・休日や夏休み等の長期休暇中に、
生活能力向上のために必要な訓練、社会
との交流の促進等の支援を行います。 

障害福祉課 

⑨障害児相談事業の
実施 

障害児に関する知識と経験を持つ専門
職員を地域子育て支援事業を実施する
施設等に配置し、障害児が社会で自立で
きるよう継続的な相談や支援をします。 

子ども政策課 

子ども育成課 

こども家庭センター課 

⑩児童館における 
障害児対象事業の 
実施 

障害児に集団で遊ぶ機会を与え、その遊
びを通して社会性の基礎を養うととも
に、孤立しがちな保護者同士の交流を図
り、親子が共に成長できる機会を提供し
ます。また、兄弟姉妹への支援も行いま
す。 

子ども政策課 

⑪医療的ケア児に 
対する支援のため
の体制整備 

関係機関及び当事者団体から構成され
る協議の場を設けるとともに、保育所等
や医療的ケア児支援センターとも連携
し、関連分野の支援を調整するコーディ
ネーターの配置を促進すること等によ
る総合的な支援体制を構築します。 

障害福祉課 

⑫児童発達支援セン
ターによる各事業
の実施 

児童発達支援センターでは相談支援事
業、療育支援事業、地域支援事業の３つ
の事業を柱として、障害児や保護者に対
し、切れ目のない支援を行います。 

障害福祉課 
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（２） 切れ目のない障害児サービスの充実 

施策の方向 

保健・医療・福祉が連携し、ライフステージを通じた切れ目のないサービスによる

支援体制の充実を図ります。 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①継続的・計画的な 
支援体制の充実 

児童発達支援センターを中心に就学
前から就学へと発達支援がつながっ
ていくための継続的・計画的な支援
体制の充実を図ります。更に、就労へ
の移行等、包括的な切れ目のない支
援に努めます。 

障害福祉課 

子ども育成課 

こども家庭センター課 

教育指導課 

教育支援課 

②関係機関との連携
による支援体制の
充実 

東京都発達障害者支援センター、保
健所等の関係機関と連携した支援体
制の充実に努めます。 

障害福祉課 

こども家庭センター課 

 
 

（３） 特別支援教育・インクルーシブ教育の推進 

施策の方向 

障害の有無にかかわらず、互いに尊重し合う共生社会の実現に向け、子どもの成長

段階や障害特性、教育的ニーズ等に応じた必要な支援と相談体制を充実します。また、

学校教職員等に対して、障害への一層の理解や特別支援教育に係る専門性を深める取

組の推進を図ります。 
 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①特別支援教育の充実 

特別な教育的支援を必要とする児童・生
徒が、個々の教育ニーズに応じた指導を
受けられるよう、指導内容・方法の充実
や合理的配慮の提供、「特別支援学級指
導補助員」の活用を進めます。また、専
門家による巡回相談の充実により、障害
特性に応じた適切な教育的支援を行う
よう努めます。 

教育指導課 

教育支援課 

②交流及び共同学習 
の充実 

障害児の自立と社会参加を見据えて、そ
の時点で教育的ニーズに最も的確に応
える指導を提供できる、多様で柔軟な仕
組みの整備・充実を図ります。また、交
流・共同学習の積極的な推進によって、
相互理解を促進していきます。 

教育指導課 

教育支援課 
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３ 地域の理解のもと障害のある人も 

いきいきと参加しているまちづくり 

（１） 障害の理解と合理的配慮の推進 

施策の方向 

誰もが安心して暮らせる社会を目指し、障害者差別解消法等に基づき、障害を理由

とする差別の禁止や合理的配慮に向けた啓発活動を推進し、障害者に対する理解を深

め、正しい知識の普及と啓発を行うとともに、幼児教育や義務教育など学校での福祉

教育を継続します。 

また、障害者差別解消法に基づく合理的配慮を引き続き実施するとともに、市民に

対して正しい知識の普及に努めます。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①理解を深めるため
の啓発の推進 

広報、ホームページ、情報メール、イベ
ント、パンフレット等によって、福祉情
報の提供や理解の促進に努めます。 

障害福祉課 

②学校教育における 
福祉教育の充実 

総合的な学習の時間や特別活動でのボ
ランティア体験学習や障害者との交流
学習などを通して、福祉教育の充実に努
めます。 

教育指導課 

③社会教育における 
福祉教育の充実 

「心のバリアフリー」や「互いに支え合
い、共に生きることができる社会」等の
実現を目指し、福祉教育の充実に努めま
す。 

公民館 

④障害者施設授産品 
販売の支援 

市役所内で障害者施設の授産品販売を
支援することにより、障害者の自立を促
進します。また、障害者と健常者の交流
の機会を増やし、障害者に対する理解を
促進し、市民への普及啓発の機会としま
す。 

障害福祉課 

⑤当事者会・家族会の
活動の支援 

障害者と家族が支え合い、地域で生活す
る力を養えるよう、当事者会・家族会へ
の情報発信等により活動を支援します。 

障害福祉課 

⑥「心のバリアフリー」 
の推進 

障害を理由とする差別の解消と合理的
配慮の提供について、様々な機会を通じ
て普及啓発を推進します。 

障害福祉課 
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（２） 社会参加の促進 

施策の方向 

地域共生社会の実現に向けて、障害者が社会の様々な分野に参加していくため、生

涯学習機会の充実を図るとともに、積極的に文化・スポーツ・レクリエーション活動、

学習活動、地域活動などに参加できるよう、支援や環境づくりに努めます。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①優先調達法の活用 
優先調達法の活用により、障害者施設の活
動の充実と障害者の自立の促進を目指し
ます。 

全庁 

②手話通訳者の配置 

議会本会議、委員会及び公民館事業に、必
要に応じて手話通訳者を配置し、聴覚障害
者にも活動の場を広げ、自主的な活動がで
きるよう支援します。 

議会事務局 

公民館 

③図書等宅配サービス 
の実施 

身体障害者（視覚障害又は肢体不自由の２
級以上）等に図書等の宅配サービスを実施
します。 

図書館 

④障害者青年学級の
実施 

義務教育終了後、集団活動を通した学習や
基礎的生活習慣の取得、仲間づくりを行う
機会として「青年学級にじのはらっぱ」を
実施します。 

公民館 

⑤スポーツ・ 
レクリエーション
事業の実施 

障害のある人でも気軽に参加できる教室
事業等の開催により、障害のある人がスポ
ーツに触れる機会の充実を図ります。 

スポーツ推進課 
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（３） 外出支援施策の推進 

施策の方向 

障害のある人が、地域で自立し社会に参加するため、必要となる移動に係る各種サ

ービスの周知を図り、助成や、障害特性に応じた外出時の支援の実施など、多面的な

施策の充実を図ります。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①自動車運転教習費
の助成 

身体障害者の生活圏の拡大と日常生活
の利便を図るため、自動車運転教習費用
の一部を助成します。 

障害福祉課 

②自動車改造費の助成 

身体障害者の生活圏の拡大と日常生活
の利便を図るため、自ら所有し運転する
自動車を改造する必要がある人に、費用
の一部を助成します。 

障害福祉課 

③タクシー費用の助成 
電車、バス等通常の交通機関を利用する
ことが困難な重度の障害者にタクシー
費用の一部を助成します。 

障害福祉課 

④自動車ガソリン費用
の助成 

障害者が日常生活の利便及び拡大を図
るため利用する自動車のガソリン費用
の一部を助成します。 

障害福祉課 

⑤同行援護の実施 
重度視覚障害者（児）の外出時に同行し
て、移動に必要な情報の提供や支援を行
います。 

障害福祉課 

⑥移動支援の実施 
屋外での移動が困難な障害者等が円滑
に外出できるよう、移動を支援する事業
を実施します。 

障害福祉課 

⑦行動援護の実施 
行動上、著しい困難を有する障害者の外
出時に、危険を回避するために必要な支
援を行います。 

障害福祉課 

⑧福祉バスの利用促進 
障害者等の外出をサポートするため、福
祉バスの周知と利用を促進します。 

介護福祉課 

⑨移送サービス事業
の実施 

移送サービスを必要とする人のため、運
転ボランティアの協力等により車いす
専用車（ハンディキャブ）の運行を行う
事業を支援します。（社会福祉協議会が
実施） 

介護福祉課 

⑩ハンディキャブの
貸出し 

歩行困難な方の外出時に、家族や知人に
車いす専用車（ハンディキャブ）を貸し
出す事業を支援します。 
（社会福祉協議会が実施） 

介護福祉課 
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（４） 就労の支援・促進 

施策の方向 

就労は自立した生活の基盤となり、生きがいや社会参加の面で特に大きな位置を占

めるものであるため、障害の ある人の能力や適正に応じた就労の場の確保を図ると

ともに、就労定着支援事業により支援を行います。 

また、一般企業等での就労が難しい人の働く場として、継続して福祉的就労の場の

提供を支援します。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①就労支援事業の実施 

障害者の一般就労に向け、「福生市障害
者自立生活支援センター すてっぷ」の
就労専門職員が、ハローワークなどの関
係機関と連携を取りながらきめ細やか
な支援を行います。 

障害福祉課 

②障害者就業・生活支援
センターとの協働
推進 

障害者の自立を目指し、就職のあっせん
や生活相談等を地域の支援機関と連携
して実施する「障害者就業・生活支援セ
ンター」と協働し、就労面と生活面の支
援を一体的に推進します。 

障害福祉課 

③障害者雇用への 
理解の促進 

一般企業等の障害者雇用への理解を促
進するため、ハローワーク等と連携して
各種啓発等を行うとともに、法定雇用率
の達成を目指して協力を求めていきま
す。 

障害福祉課 

④就労移行支援の実施 

一般企業等への就労を希望する障害者
に、一定期間、就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練を行いま
す。 

障害福祉課 

⑤就労定着支援の実施 

障害者との相談を通じて生活面の課題
を把握するとともに、企業や関係機関等
との連絡調整やそれに伴う課題の解決
に向けて必要となる支援を行います。 

障害福祉課 

⑥職場体験実習の実施 

就労支援事業所等との連携により、就労
を希望している障害者の就労意欲を高
め、自立した生活及び社会参加の促進を
図ります。 

障害福祉課 
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４ 障害のある人の地域生活の基盤づくり 

（１） 日中活動の場の確保 

施策の方向 

障害者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、地域での日中活

動の場を確保し、生活介護や就労継続支援事業等の日中活動系サービスの充実を図り

ます。また、地域活動支援センター等の日中の居場所づくりを推進します。 
 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①生活介護の実施 

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、
排泄、食事の介護などを行うとともに、
創作的活動又は生産活動の機会を提供
します。 

障害福祉課 

②就労継続支援の 
実施 

一般企業への就労が難しい方に、働く場
を提供するとともに、知識及び能力の向
上のために必要な訓練を行います。 

障害福祉課 

③日中一時支援の 
実施 

介護者が緊急、その他やむを得ない理由
により介護できないときに、障害者の日
中における活動の場の確保及び一時的
な介護の支援を行います。 

障害福祉課 

④地域活動支援 
センター事業の実施 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、
社会との交流等を行い、地域での自立し
た生活の支援と社会参加の促進を図り
ます。 

障害福祉課 

 
（２） 居住の場の確保 

施策の方向 

障害のある人が住み慣れた地域において自立し、安定した生活を送ることができる

よう、障害のある人の居住場所の確保、バリアフリーに対応した住まいの普及・改善

に努めます。 
 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①グループホームへの
支援 

障害者の自立生活の支援・促進のため、
居住の場であるグループホームの運営
の支援を図ります。また、入居する障害
者への支援を行います。 

障害福祉課 

②住宅設備改善費給付 
事業の実施 

重度身体障害者（児）に、住宅の整備、
改善に要する経費を給付し、地域での自
立した生活を支援します。 

障害福祉課 
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（３） 保健・医療サービスの充実 

施策の方向 

障害者が、治療を身近な地域で受けられるよう、保健・医療サービスの充実に努め

るとともに、乳幼児期からの健康診査や保健指導等による障害の早期発見と早期療育

の体制を充実することにより、障害の軽減や健康の増進を図り健やかな成長を支援し

ます。 

また、医療ケアが必要な障害のある人、高齢で障害のある人等が地域で暮らし続け

ることができるよう、保健・医療サービスと福祉サービスとが連携した医療体制を整

備していきます。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①自立支援医療 

（更生医療費）の助成 

18 歳以上の身体障害者を対象に、障害
の除去又は軽減が見込まれる等、当該障
害に対して確実な治療効果が期待され
る医療費について、自己負担分を軽減し
ます。 

障害福祉課 

②自立支援医療 

（精神通院医療費）の 
助成 

精神疾患を理由として継続的に通院が
必要な人の医療費の自己負担分を軽減
します。 

障害福祉課 

③自立支援医療 

（育成医療費）の支給 

18 歳未満で肢体不自由、視覚障害、心臓
障害等の機能障害があり、手術等により
改善が見込まれる人の、医療費の自己負
担分を軽減します。 

子ども育成課 

④小児精神障害者 
入院医療費助成 

精神科の入院治療を必要とする 18 歳未
満の者に対し入院医療費を助成します。 

障害福祉課 

⑤精神保健対策の 
充実 

様々な機会を通して、「こころの健康」
についての普及啓発を行い、相談体制の
充実を図り、問題を早期に発見し、医療
機関とも連携し適切な支援を受けるこ
とができるように努めます。 

障害福祉課 

健康課 
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（４） 地域移行・地域定着の支援と促進 

施策の方向 

障害者支援施設等の利用者に向け、居住場所の確保、外出時の同行、障害福祉サー

ビスの体験的な利用支援等を活用し、スムーズに地域生活へ移行・定着できるよう、

地域相談支援体制を整備します。また、保健所、医療機関、サービス提供事業所等の

関係機関との連携を図ります。 

 

【主な施策】 

施策 内容 所管課 

①関係機関のネット
ワーク構築 

障害者支援施設、医療機関、障害福祉サ
ービス事業所等の関係機関が連携して、
施設入所者や精神科病院に入院してい
る方の地域移行・地域定着に取り組みま
す。 

障害福祉課 

②地域移行の支援 

障害者支援施設、精神科病院、児童福祉
施設を利用する 18 歳以上の方等を対象
に、地域生活を送るための計画作成、相
談支援、住居の確保、関係機関との調整
等を行います。 

障害福祉課 

③地域定着の支援 

居宅において単身で生活している障害
者を対象に、常に連絡の取れる体制を確
保し、緊急時には必要な支援を行いま
す。 

障害福祉課 

④自立生活援助の 
実施 

障害者支援施設、グループホーム等から
居宅生活へ移行する障害者等について、
定期的な巡回訪問等により地域生活を
支援します。 

障害福祉課 

⑤福祉サービス充実 
のための研修参加 

行動障害を有する者、精神障害者や罪を
犯した障害者の特性に応じた支援を実
施できるよう、関係機関への研修周知及
び研修参加に努めます。 

障害福祉課 

⑥ヤングケアラーを
含む家族支援、サー
ビス提供体制の確
保 

ヤングケアラーを始めとする障害者の
家族支援について相談や障害福祉サー
ビス等に関する情報提供を実施して必
要な支援につなぐとともに、障害者の家
事援助等の必要なサービスの提供体制
の確保に取り組みます。 

障害福祉課 

こども家庭センター課 

 

  


